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四日市市教委規則第４号 

  

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例附則によ

る関係条例等の読替えに関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す  

る条例（平成２９年四日市市条例第２５号。）附則第６項規定において読替える同

第３項の規定による技術的読替えに関し必要な事項を定めるものとする。  

（条例の読替え） 

第２条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年四日市市条例第 

３１号。以下「条例」という。）の読替えは次の表のとおりとする。 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

条例第５条、第６条、第７条第１

項、第８条、第９条及び第１１条

から第１３条まで 

指定管理者 委員会 

条例第７条から第９条まで 利用料金 使用料 

条例第７条第２項 別表第５までに定める額の

範囲内において指定管理者

があらかじめ委員会の承認

を得て定める額とする。 

別表第５までに

定める額とする

。 

条例第７条第２項 範囲内で指定管理者があら

かじめ委員会の承認を得て

定める額とする。 

範囲内で定める

額とする。 

条例第７条第３項 別表第４までに定める額の 別表第４までに



範囲内において指定管理者

があらかじめ委員会の承認

を得て定める額とする。 

定める額とする

。 

条例第７条第４項 利用料金は、法第２４４条

の２第８項の規定に基づき

、指定管理者の収入として

収受させるものとする。 

使用料は、委員

会の収入として

収受する。 

 

（規則の読替え） 

第３条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５２年教育委

員会規則第１１号。以下「規則」という。）の技術的読替えは次の表のとおりとす

る。 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

規則第２条 指定管理者(地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)第

２４４条の２第３項に規定

する指定管理者をいう。以

下同じ。) 

四日市市教育委

員会（以下「委

員会」という。 

規則第２条 特別の理由があると認める

ときは、四日市市教育委員

会（以下「委員会」という

。）の承認を得て、休業日

を変更することができる。 

特別の理由があ

ると認めるとき

は、休業日を変

更することがで

きる。 

規則第２条、第３条第２項、第４

条から第１２条まで、第１４条か

ら第１７条まで、第１９条及び第

２０条 

指定管理者 委員会 

規則第３条第１項 指定管理者が委員会の承認

を得て定める日とする。 

委員会が定める

日とする。 

規則第１１条から第１４条まで 利用料金 使用料 



 

附 則 

（施行期日） 

１  この規則は、平成３０年１月１日から施行する。  

（有効期限） 

２  この規則は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。  


